
  管理№

指定管理者 公益財団法人やまがた森林と緑の推進機構

（電話番号） （023－621－8248）

1 仕様書等に沿った管理･運営業務の履行状況

評　価 ≪評価の理由≫

A

・施設の維持管理、植物管理共に、仕様書
  及び年度計画書に従い適切に実施されて
  いる。
・立ち入り規制していた湿性植物園の木橋
　を撤去するなど、直営を惜しまず施設の
　状況改善に努めた。
・森の案内人への登録者数は昨年度より増
　加しており（森の案内人登録者数R4:3名
　→R5:8名）、活動への協力体制強化が図
　られた。
・また、今夏は酷暑の影響により来場者数
　は伸び悩んだが、感染症予防対策を引き
　続き実施し、森の案内人の協力のもと、
　イベントを様々な切り口で複数回企画す
　る等、来園者の増に努めた。
・イベント開催時には熱中症対策を十分に
　講じ、安全な運営に努めた。

② 管理･運営上の
課題、問題点
（改善すべきこ
と）

課題、問題点へ
の今後の対応

・指定管理者等と連携し、施設の再点検を行い、今後の利用の在り方を検討しながら、施設の修繕等を計画的に進
めていく。
・野生動物対策について、指定管理者等と連携し、効果的な獣害対策を継続して検討し実施していく。

指定管理者制度導入施設の管理運営検証結果【検証シート】

施設の名称 山形県県民の森

所在地

検証期間

東村山郡山辺町大字畑谷1933-42

　令和5年4月1日　～　令和6年3月31日

指定期間 令和3年4月1日　～　令和7年3月31日
県担当課 村山総合支庁産業経済部森林整備課

検証項目 指定管理者による自己検証 県(施設所管課)による評価･検証

(1)施設管理
　・仕様書並びに事業計画に基づき、水道、電気施
　　設等の法定点検や汚泥処理施設の保守管理を適
　　切に実施した。
　・破損により立ち入り規制していた湿性植物園
　　内の木橋を村山総合支庁森林整備課と共に撤去
　　した。
(2)植物管理
　・仕様書並びに事業計画に基づき、維持管理を適
　　切に実施した。
(3)利用者活動支援
　・仕様書並びに事業計画に基づき、利用者活動支
　　援を適切に実施した。
　・森の案内人養成講座を実施し、10名が受講し、
　　内８名が森の案内人の登録を行った。
　・イベント時には森の案内人からのご協力を頂
　　き、様々な催しを実施した。
　　　(年間延べ活動人数R3:662人→R4:706人→
　　　　　　　　　　　R5：666人)
　・雨天や酷暑の影響により来場者数は減少した。
　　特に今年度は猛暑により７～８月の来場者は少
　　ない時期となった。
　　そのため、イベント時は熱中症の対策について
　　周知した。
　　（R3:67,994人→R4：68,417人→R5：63,946人）

・施設が老朽化しているため、自然災害等による施
　設の損傷の危険性があり、利用者の利便性及び安
　全の確保に支障が出る恐れがある。
　特に水道施設や木造施設の老朽化が著しく、漏
　水、倒壊等の事故発生の危険性が非常に高くなっ
　ている。
上記への対応策：
①日常の巡回点検及び年次の水道施設の法定点検を
　実施するとともに、巡回による損傷箇所等の早期
　発見に努め、利用者の安全性、利便性の確保を
　図っている。
②著しい老朽箇所や損傷等が見られた際は、県へ
　報告し対象施設の対応について協議を行ってい
　る。
・野生生物（イノシシ等）の被害箇所が近年多く
　なっており、被害形跡が無いか注意しながら巡
　回を行っている。
上記への対応策：
・中央広場でのイノシシ被害箇所については、耕耘
　機を使用し、整地を行った。
③その他
・県が推進するやまがた木育に連動した森の工房
　む・う・ぶ活用のため指導員の配置や施設の老朽
　に伴う修繕や撤去、安全点検等を行っているが、
　人件費を中心に支出過多となり、運営を圧迫して
　いる。
・森林散策時の利用者の事故を受けて、階段等の土
　砂の撤去を行い砂利を敷設した。また、ケガにあ
　われた方の事故後の傷害保険の手続きなどのアフ
　ターフォローを行った。

① 管理･運営業務
の履行状況

≪課題等の原因分析≫
・施設整備後40年以上経過しており、施設・設備の老朽化が
　進んでいる。
・イノシシによる芝生の掘り起こしが激増するなど、野生動
　物による施設や管理体制への影響が顕在化している。
・施設管理や県民の利便性向上のための新たなプログラムが
　運営経費（人件費）増となり課題となっている。
・森林散策時における事故については、トラブルになること
　なく適切な対応を行った。歩道や階段等の整備不良が事故
　の原因ではないが、引き続き適切な維持管理が必要であ
　る。



2 利用者からの要望等への対応

① 評　価 ≪評価の理由≫

B

・利用者の意向を分析・検証し、利用者
ニーズに沿った企画立案等に取り組んでい
る。
・県へのきめ細やかな情報提供は利用者
ニーズに沿った予算要求・施設整備につな
がり、適切な施設運営が図られている。

意見･要望等へ
の今後の対応

3 指定管理者制度活用の効果

① 評　価
≪評価の理由≫

A

・夏休み期間は休館日を設けず、利用者の
利便性向上に努めている。
・アンケートにより県民の森利用者の要望
を適切に把握し、イベント企画として具現
化するなど来園者の増に努めた。
・春、夏、秋のチラシは各家庭にくまなく
配布されるよう務め、来意者の確保が図ら
れた。
・SNSを活用した情報発信では、施設の魅力
を視覚的に伝えられるよう工夫されてい
た。

② 評　価
≪評価の理由≫

B

・こまめな節電や節水など経費を抑制する
取り組みを行っている。
・限られた予算の中で直営による維持管理
も積極的に行い、経費節減に努めている。

③ 評　価
≪評価の理由≫

B

・地元業者を積極的に活用し、地域の活性
化に貢献するとするとともに、職員の地元
採用にも努めており、雇用面でも地域に貢
献している。

【評価指標】
：仕様書等に定める水準を上回っている等、優れた対応がなされている。

：概ね適正に実施されている。

：部分的に改善等を要するところがあるが、既に対応済み又は対応見込みである。

：仕様書等に定める水準に達しておらず、大いに改善を行う必要がある。

注）検証項目については、施設の特性等に応じて適宜追加することができるものであること。

Ｄ

意見･要望等及
びその対応状況

・利用者に対してアンケート調査を実施し、ニーズ
　の把握に努め、次年度計画に盛り込んだ。
（山辺高校菓子パン販売、焚火体験スモアづくり、
ツリークライミング、気球搭乗体験）
・対応状況は、調査結果を元に施設の更新や整備の
　ための県の予算要求のために情報提供を行った。
・利用者アンケートで、アスレチック・トイレの
　修繕に関する要望があり、県民の森運営協議会の
　中でも報告した。

・指定管理者等と連携し、施設の再点検を行い、今後の利用の在り方を検討しながら、施設の修繕等を計画的に進
めていく。
・木育拠点施設としての機能充実により、施設の利用拡大に繋げていく。

総合的な評価

その他(地域の
活性化、雇用の
確保等)

Ｂ

Ｃ

経費の節減

Ａ

・施設内での節電と節水、燃油の節制を行い消費エ
　ネルギーの削減に努めた。
・経費節減のため、広報物については一部持ち込み
　を行った。
・案内板の修繕に関して、材料を購入し、施設の職
　員で自ら行い、経費節減に努めた。

・地元から作業員を採用するとともに、草刈・清掃
　等の一部の業務についても地元に業務委託を行い
　雇用の創出に取り組んだ。

・夏休み期間である7/20～8/20は、休館日を設けず
　利用者の利便性の向上に取り組んだ。
・利用者アンケートの回答を踏まえ県民の森の自然
　環境を活用したイベントを企画し、利用者の拡大
　に努めた。（気球搭乗体験等の実施）
・ホームページのほか、フェイスブックを活用した
　情報発信を行い、県民にわかりやすく情報提供す
　るよう努めた。
・県民の森のたよりを春・夏・秋に作成し、小学校
　や関係団体に配布した。また、大学、学童、県内
　の観光公共施設、県内の新聞社に配布するなど、
　来園者の確保に努めた。

・包括協定書、年度協定書、仕様書に基づき、施設の適切な管理運営を行っている。
・利用者からの意見を集約し、次年度以降の計画に反映させるなど、サービス向上や自主事業の実施に積極的に取
り組んでいる。
・地域との連携を図り、地域の活性化に大いに貢献している。

サービスの
向上


